
令和 6 年 1 月 23 日 

 

利用団体 各位 

 

                                        独立行政法人国立青少年教育振興機構  

国立能登青少年交流の家 所長 北見 靖直 

（公印省略） 

 

「事前プログラム相談 day」の実施について 

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 令和 6 年度より、令和 5 年度まで実施していた、利用月の団体が一同に集まる「事前打ち合わせ 

会」を取りやめ、団体のご都合に合わせた日程で事前の相談等をさせていただく「事前プログラム 

相談 day」を実施いたします。そこでは、担当の職員と団体のみでプログラムや施設の使い方等に 

ついて話をする機会を設けさせていただきます。令和 6 年度からは、期限までに提出いただいた資 

料を基に、担当専門職員が団体の希望を考慮し調整させていただきますのでご了承ください。施設 

を利用される場合は、宿泊学習等で引率する子供たちのために、プログラムの計画や活動エリアの 

下見を行っていただくことをお勧めいたします。詳しくは別紙をご覧いただき、お申込みいただき 

ますようお願いいたします。また、令和６年度より提出書類の期限等も変更していますので併せて 

確認をお願いいたします。不明な点等がございましたらご連絡ください。 

 

 

令和 5 年度まで                  

プログラムや活動、使用場所等は、合同事前打ち合わせ会にて、団体同士で協議  

        

 

令和 6 年度から 

提出いただいたプログラムを基に、団体のねらいや希望する活動プログラム、また生活プログラムの

時間や場所等を考慮し、担当専門職が各団体と調整 

※提出期限が遅れた際は、希望の活動や場所の確保等ができない場合がありますのでご了承ください 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 
国立能登青少年交流の家 事業推進係 
TEL:0767-22-3121 FAX:0767-22-3125 
E-mail:noto@niye.go.jp 



【別紙】 

「事前プログラム相談 day」のお知らせ 

 

１．期 日  令和６年２月～実施開始 
 

２．時 間  10：00～16：00（1 団体 1 時間） 
 

３．場 所  国立能登青少年交流の家 
 

４．対 象  令和 6 年度にご利用予定の団体で下見・打ち合わせを希望する引率者等 
 

５．定 員  1 日 5 団体 ※1 団体あたりおおむね 1 時間程度 
 

６．日 程（例）  

  １０：００～１１：００ 個別相談（担当職員とのプログラム等の打ち合わせ、質疑応答 

  １１：００～１２：００ 施設見学、活動プログラムエリア確認  

              ※原則、職員は同行いたしません。（当日地図等の資料を参照のうえ、

各自で見学・下見を行ってください） 

  １２：００～１３：００ 昼食（食堂） 希望者のみ 

              ※利用者の状況等によって、レストランの営業がない日や昼食時間が

限定されることがありますので、事前にお問い合わせください。 
 

７．費 用  昼食を希望する際は、食事代がかかります。当日、食堂でお支払いください。 
 

８．申込方法 電話にて受付させていただきます。下記の内容をお伝えください 

      ①希望日 ②個別相談時間【下記の表より】 ③来所人数 ⑤担当者 ⑥当日の連絡先 

      ※昼食を希望される際は、その旨お伝えください。 

◎個別相談時間  

 

 

     

    ※職員の状況等により受け入れられない場合がありますのでご了承ください。 
 

９．持ち物  プログラム案等の資料 

       ※質問等は事前にご準備いただくと相談が円滑に進みます。 
 

10．提出物 ※利用までに提出いただく書類の提出期限です 

      ・利用申込書、プログラム・・利用日の 2 カ月前 

              ※提出いただいたプログラムの時間等を調整し、完成版を 1 ヵ月前ま

でにお伝えいたします。 

      ・食事等注文書、利用者名簿・・利用日の 3 週間前 

（該当する場合） 

・活動名簿、野外炊飯注文用紙、そば打ち体験材料注文用紙・・利用日の 3 週間前 

➀ ➁ ③ ④ ⑤ 

10:00～11:00 11:00～12:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 


